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都
道
府
県
民
歌
と
市
区
町
村
民
歌
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

今
国
会
で
成
立
し
た
改
正
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
に
よ
り
、
西
暦
二
〇
二
三
年
一
月
一
日
か
ら
国
民
体
育
大
会
（
以
下
「
国

体
」
と
い
う
。
）
は
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
と
名
称
を
改
め
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
国
体
の
開
会
式
に
お
い
て
は
、
開
催
都

道
府
県
の
旗
（
以
下
「
県
旗
」
と
い
う
。
）
掲
揚
時
に
都
道
府
県
が
制
定
し
た
自
治
体
歌
（
以
下
「
県
民
歌
」
と
い
う
。
）

を
演
奏
す
る
こ
と
が
慣
行
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
慣
行
は
第
何
回
大
会
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
。
ま
た
、
県
民
歌
の
制
定
並
び

に
、
国
体
開
催
時
に
県
民
歌
を
演
奏
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
は
ど
の
よ
う
に
関
与
し
、
も
し
く
は
関
与
し
な
か
っ
た
の

か
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
事
実
関
係
と
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

二

国
体
の
各
大
会
に
お
い
て
、
県
旗
掲
揚
時
に
演
奏
さ
れ
た
楽
曲
の
題
名
（
県
民
歌
と
し
て
の
告
示
や
、
例
規
集
へ
の
掲
載

の
有
無
を
含
む
。
）
、
作
詞
者
お
よ
び
作
曲
者
の
氏
名
に
つ
い
て
、
記
録
が
あ
れ
ば
そ
の
範
囲
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

兵
庫
県
の
官
選
第
三
十
二
代
・
公
選
初
代
知
事
の
岸
田
幸
雄
氏
は
昭
和
二
十
一
年
に
日
本
国
憲
法
公
布
記
念
事
業
と
し
て

県
民
歌
の
制
定
を
提
唱
し
、
昭
和
二
十
二
年
に
『
兵
庫
県
民
歌
』
（
以
下
「
本
楽
曲
」
と
い
う
。
）
が
制
定
さ
れ
た
旨
が
同

年
二
月
十
九
日
付
お
よ
び
五
月
四
日
、
同
九
日
付
の
神
戸
新
聞
記
事
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
県
の
公
文
書
管
理
・

保
存
部
門
で
あ
る
県
政
資
料
館
に
は
当
時
作
成
さ
れ
た
楽
譜
が
所
蔵
さ
れ
、
昭
和
六
十
年
の
開
館
か
ら
平
成
十
二
年
頃
ま
で

一



公
開
展
示
に
供
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
県
で
は
本
楽
曲
の
存
在
並
び
に
「
岸
田
知
事
の
提
唱
で
県
民
歌

が
制
定
さ
れ
た
」
と
言
う
事
実
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
。

以
上
の
前
提
を
踏
ま
え
、
本
楽
曲
の
現
在
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�
）

平
成
十
八
年
の
第
六
十
一
回
国
体
に
お
い
て
、
開
会
式
の
県
旗
掲
揚
時
に
「
県
民
歌
は
存
在
し
な
い
」
と
言
う
当
時

の
兵
庫
県
の
見
解
に
基
づ
き
代
替
の
楽
曲
を
選
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
国
及
び
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
は
県
側
か
ら
ど

の
よ
う
な
報
告
を
受
け
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�
）

芦
屋
市
立
美
術
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
本
楽
曲
の
懸
賞
公
募
要
綱
文
に
は
「
入
選
作
品
に
関
す
る
一
切
の
権
利

は
主
催
者
が
持
つ
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
著
作
権
が
県
に
帰
属
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
楽
曲
の
作
曲
者

で
あ
る
信
時
潔
氏
（
元
東
京
音
楽
学
校
講
師
）
は
昭
和
四
十
年
没
で
あ
り
、
旋
律
は
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

を
以
て
著
作
権
の
保
護
期
間
を
満
了
し
た
。
対
し
て
、
作
詞
者
の
野
口
猛
氏
（
一
般
公
募
入
選
者
）
は
昭
和
四
十
七
年

没
で
あ
り
、
本
楽
曲
の
歌
詞
は
現
在
も
な
お
著
作
権
が
存
続
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
公
募
要
綱

の
記
述
か
ら
は
歌
詞
の
著
作
権
が
作
詞
者
個
人
（
没
後
は
そ
の
遺
族
）
で
な
く
県
に
帰
属
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ

る
が
、
権
利
者
で
あ
る
県
が
本
楽
曲
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
著
作
権
を
も
放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
す
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る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

四

現
行
の
県
民
歌
や
市
区
町
村
歌
等
の
自
治
体
歌
（
以
下
「
自
治
体
歌
」
と
い
う
。
）
は
作
詞
の
大
半
や
作
曲
の
一
部
を
一

般
公
募
に
よ
っ
て
選
定
し
て
い
る
が
、
主
催
者
で
あ
る
自
治
体
の
多
く
は
選
定
後
に
入
選
者
の
消
息
を
把
握
し
て
い
な
い
た

め
、
昭
和
二
十
二
年
制
定
の
『
東
京
都
歌
』
の
作
曲
者
、
ま
た
昭
和
二
十
五
年
制
定
の
『
山
梨
県
の
歌
』
の
作
詞
者
並
び
に

昭
和
二
十
七
年
制
定
の
『
高
知
県
民
の
歌
』
の
作
詞
者
の
よ
う
に
、
入
選
後
の
消
息
が
途
絶
え
て
長
い
年
月
の
間
に
権
利
状

態
が
不
明
確
と
な
っ
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
兵
庫
県
の
よ
う
に
制

定
さ
れ
た
は
ず
の
県
民
歌
が
制
定
主
体
で
あ
る
県
か
ら
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
さ
れ
る
と
言
う
事
態
も
生
じ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
実
状
に
鑑
み
、
各
都
道
府
県
や
市
区
町
村
を
対
象
と
し
て
市
町
村
合
併
等
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
楽
曲
を
含
め
、
国
立

国
会
図
書
館
等
で
、
自
治
体
歌
の
登
録
・
保
存
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

三


